
１０．短期的道路整備(案)＜賑わいのみちづくり事業＞の検討 

（１）基本的計画条件 
・歩道の幅員については、道路構造令及び交通バリアフリー法より 3.5ｍを確保す

る。（次頁参照） 
 

 ・自転車については、歩行者の安全性を考慮して歩道上に歩行空間とは別に自転  
 車通行帯（2.0ｍ）を確保することとする。（この場合、上記の表の歩行空間 3.5 
 ｍと自転車通行帯 2.0ｍを合わせ、標準部で歩道として 5.5ｍ以上の幅員が必要  
 となる。）（次頁参照） 
 
・路面電車の運行形態は、一応、現行のダイヤが維持可能なように、複線化、単線

化の双方を検討する。

 
・自動車の交通規制は、現況の交通量や民間駐車場へのアクセス動線を踏まえ東→

西方向の片側一方通行を検討する。なお、この場合すまいるバスの経路変更を検討

する。 
 
・荷捌き停車帯は、市道中央１-330 号線上に確保する。 
 
以上の基本的計画条件にしたがって短期的整備方針案を検討する。 
 

電車複線・一方通行化 Ａ案 

電車単線・相互通行化 Ｂ案 

電車単線・一方通行化 Ｃ案 

歩道幅員の確保 
現況 3.3ｍ 

 
 

5.5ｍ以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 注．「電車複線、相互通行案」では、歩道の幅員が標準部で 5.5ｍ確保できないため、検討の

対象とはしない。 
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・道路空間の各部の幅員は各法令の以下の基準をみたすものとする。 
 

 根拠法令 内容 幅員 
車道 

道路構造令第５条の４ 車線の幅員は、道路の区分に応じ、右の車線幅員

の値とするものとする 3.0ｍ 

道路構造令第 11 条の３ 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっ

ては 3.5ｍ以上とする 
歩道 

高齢者、身体障害者等の公共交通

機関を利用した移動の円滑化の

促進に関する法律第４条 
（交通バリアフリー法） 

歩道の有効幅員は、道路構造令第 11 条３項に規

定する幅員の値以上のとするものとする 3.5ｍ 

道路構造令第 10 条の２ 自転車歩行者道の幅員は、３ｍ以上とするものと

する 
自転車 
 
通行帯 道路構造令第 10 条の３ 自転車道の幅員は、２ｍ以上とするものとする 

2.0ｍ 

軌道敷 
道路構造令第９条の２ 軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応

じ、右に揚げる値以上とするものとする 
単線 3.0ｍ 
複線 6.0ｍ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 85



 

 86






